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１．制度の概要等 

（１）概要 

本制度は、関税面から国際水平分業に資するため、我が国から輸出された特定の原材料が外国で

加工又は組み立てられた後、原則として１年以内に特定の製品として輸入される場合、その製品に

係る関税のうち原材料相当部分の関税を軽減するものである。 

 

（２）経緯 

① 本制度は、昭和４４年度に５品目を対象として創設され、以来、数次にわたる整理、拡大を経

た後、昭和６３年度に機械類全般（関税率表第８４類～第９２類）へ拡大された。 

② 平成元年には、我が国の国内産業事情等を勘案して、繊維製品のうちニット製品を除いた比較

的国際競争力のある織物製衣類（関税率表第６２類）が対象品目に追加された。 

この際、国内産業への影響、原材料と製品との物理的同一性の確認の可能性等の観点を踏まえ、

原材料については、そのまま組立工程に投入できる形状に裁断されている織物に限定し、作業工

程については、原材料の裁断・分離、染色工程、レース加工、ししゅう、合成樹脂等の塗布等は

減税対象とせず、裁断された布地の縫製又は接着及びボタン等附属品の取り付けが減税の対象と

された。 

③ 平成６年度には、国際分業の進展を通じて我が国の重要な政策課題の一つである製品輸入の拡

大を図るという観点から、国内中小企業への影響も配慮しつつ、可能な範囲での対象品目の拡大

や海外での加工制限の緩和が図られた。 

④ 平成８年度には、減税額の計算方法の簡素化及び輸出原材料の対象品目の拡大が、平成９年度

には、これまで海外での加工制限の対象であった「ししゅう加工」が撤廃された。 

⑤ 平成１１年度には、輸出原材料の対象品目の拡大及び「レース」に関する加工制限の撤廃が行

われた。 

⑥ 平成１２年度には、革製品（関税率表第４２．０２項のうち外面が革製のもの等）が対象品目

として追加された。 

⑦ 平成１４年度には、ニット製衣類（関税率表第６１類）が対象品目として追加される一方、実

績がほとんどなく、今後の利用見込みのない機械類（関税率表第８５類、第８７類、第９０類及

び第９１類）が対象品目から削除された。 

また、繊維製品等に係る海外ストック取引（注）についても本制度の適用を可能とするため、

原材料輸出手続の緩和（原材料輸出時における委託加工に係る契約書等の提出を不要とする（関

税暫定措置法施行令第２２条第２項ただし書）。）等が行われた。 

（注）海外ストック取引とは、原材料を海外の加工地へ輸出してストックしておき、委託加工契

約が成立次第、当該原材料を使用して加工を行う形態。 

⑧ 平成１５年度には、革製履物の甲（関税率表第６４０６．１０号の１）が対象品目に追加され

た。 

⑨ 平成１６年度には、繊維製品に対する輸出原材料に紙製小袋（衣類を包装するためのもの、関

税率表第４８１９．４０号）、紙製ハンガー（関税率表第４８２３．９０号の２）、紙製転写プ

リント（関税率表第４９０８．９０号）、安全ピン（関税率表第７３１９．２０号、第７４１９．
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９９号）が追加された。 

⑩ 平成１７年度には、革製の自動車用腰掛けの部分品（関税率表第９４０１．９０号の１）が対

象品目に追加された。 

⑪ 平成１８年度には、本制度についても特例申告の適用が可能とされた。 

⑫ 平成２０年度には、革製品に対する輸出原材料の対象品目が拡大された。 

⑬ 平成２３年度には、革等の委託加工にかかる輸出承認が平成２３年１１月１４日以降に輸出さ

れるものについて不要となった。また、平成２４年１月１日より、２０１２年ＨＳ改正を踏まえ

関税率表及び統計品目表が改正されたことから、関税暫定措置法施行令に規定する輸出原材料の

関税率表番号が一部改正された。（「第７３１９．２０号」→「第７３１９．４０号に掲げる物

品のうち安全ピン」、「第６４０６．９１号又は第６４０６．９９号」→「第６４０６．９０

号」） 

⑭ 平成２５年度には、ＡＥＯ輸入者又はＡＥＯ通関業者が行う輸入申告について、提出書類の簡

素化が図られた。 

⑮ 平成２９年度には、カーシートレザー（関税率表第９４０１．９０号の１）が対象製品から除

外された。 

また、加工・組立輸出貨物確認申告書に同一性の確認に必要な事項（生地の規格等）が記載さ

れている場合には、（再輸入確認のための措置として輸出申告の際に提出を求めている）生地見

本の提出を省略可能とする手続の簡素化が図られた。 
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２．本制度が適用される輸出原材料 

（１）本制度が適用される具体的な輸出原材料（関税暫定措置法施行令（以下｢令｣という。） 

第２０条第１項、第３項及び第５項） 

次の関税率表番号に該当する物品であること。 

① 革製品（関税暫定措置法（以下「法」という。）第８条第１項第１号） 

関 税 率 表 番 号 主 な 品 名 

第３９２６.２０号 

第３９２６.９０号 

第４０.１５項 

第４１.０４項 

第４１.０５項 

第４１.０６項 

第４１.０７項 

第４１.１２項 

第４１.１３項 

第４１.１４項 

 

第４２.０３項 

第４２０５.００号の２ 

第４３.０４項 

第４９０８.９０号 

第５０.０４項（縫糸に限る。） 

第５０.０７項 

第５１.１１項～第５１.１３項 

第５２.０４項 

第５２.０８項～第５２.１２項 

第５３.０９項～第５３.１１項 

第５４.０１項 

第５４.０７項～第５４.０８項 

第５５.０８項 

第５５.１２項～第５５.１６項 

第５６類 

第５８類 

第５９類 

第６０類 

第６１類 

第６２類 

第７３１９.４０号 

（安全ピンに限る。） 

プラスチック製衣類附属品 

プラスチック製ハンガー等 

ゴム製衣類附属品 

牛又は馬類の動物のなめした皮 

羊のなめした皮 

その他の動物のなめした皮 

牛又は馬類の動物の革 

羊革 

その他の動物の革 

シャモア革､パテントレザー及びパテントラミネーテッド 

レザー並びにメタライズドレザー 

革製又はコンポジションレザー製の衣類及び衣類附属品 

その他の革製品及びコンポジションレザー製品 

人造毛皮及びその製品 

紙製転写プリント 

絹糸 

絹織物 

毛織物 

綿製の縫糸（第１１部注５） 

綿織物 

麻織物等 

人造繊維の長繊維の縫糸（第１１部注５） 

人造繊維の長繊維の織物 

人造繊維の短繊維の縫糸（第１１部注５） 

人造繊維の短繊維の織物 

不織布等 

パイル織物、レース、ししゅう布 

塗布、被覆、積層した織物 

メリヤス編物及びクロセ編物 

編物製衣類及び衣類附属品 

織物製衣類及び衣類付属品 

安全ピン 
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第７３２６.２０号 

第７４１９.９９号（ワイヤクロ

ス（ワイヤエンドレスバンドを

含む。）、ワイヤグリル及び網

（銅の線から製造したものに限

る。）、銅製のエキスパンデッ

ドメタル並びに銅製のばねを除

く。） 

第８３.０８項 

第９６.０６項～第９６.０７項 

第３９２３.２１号､第３９２３.

２９号､第４８１９ .４０号、

第４８２１.１０号、第４８２

３.９０号に掲げる物品であっ

て包装に使用するもの 

ブラジャーのワイヤー 

安全ピン 

 

 

 

 

 

 

フック、アイ 

ボタン、ファスナー 

包装用袋（ポリエチレン製、塩化ビニル製、紙製）、製品に

とりつける紙製ラベル、衣類上衣の台紙（特定の形状に

切ったもの） 

 

 

② 繊維製品等（法第８条第１項第２号） 

関 税 率 表 番 号 主 な 品 名 

第３９２６.２０号 

第３９２６.９０号 

第４０.１５項 

第４２０３.４０号 

第４８２３.９０号の２ 

第４９０８.９０号 

第５０.０４項（縫糸に限る。） 

第５０.０７項 

第５１.１１項～第５１.１３項 

第５２.０４項 

第５２.０８項～第５２.１２項 

第５３.０９項～第５３.１１項 

第５４.０１項 

第５４.０７項～第５４.０８項 

第５５.０８項 

第５５.１２項～第５５.１６項 

第５６類 

第５７類 

第５８類 

第５９類 

第６０類 

プラスチック製衣類附属品 

プラスチック製ハンガー等 

ゴム製衣類附属品 

革製のその他の衣類附属品（レザーパッチを含む。） 

紙製ハンガー 

紙製転写プリント 

絹糸 

絹織物 

毛織物 

綿製の縫糸（第１１部注５） 

綿織物 

麻織物等 

人造繊維の長繊維の縫糸（第１１部注５） 

人造繊維の長繊維の織物 

人造繊維の短繊維の縫糸（第１１部注５） 

人造繊維の短繊維の織物 

不織布等 

じゅうたん 

パイル織物、レース、ししゅう布 

塗布、被覆、積層した織物 

メリヤス編物及びクロセ編物 
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第６１類 

第６２類 

第６３類 

第７３１９．４０号 

（安全ピンに限る。） 

第７３２６.２０号 

第７４１９．９９号（ワイヤク

ロス（ワイヤエンドレスバン

ドを含む。）、ワイヤグリル

及び網（銅の線から製造した

ものに限る。）、銅製のエキ

スパンデッドメタル並びに銅

製のばねを除く。） 

第８３.０８項 

第９６.０６項～第９６.０７項 

第３９２３.２１号､第３９２３.

２９号､第４８１９ .４０号、

第４８２１.１０号、第４８２

３.９０号に掲げる物品であっ

て包装に使用するもの 

編物製衣類及び衣類附属品 

織物製衣類及び衣類附属品 

リネン、インテリア製品 

安全ピン 

 

ブラジャーのワイヤー 

安全ピン 

 

 

 

 

 

 

フック、アイ 

ボタン、ファスナー 

包装用袋（ポリエチレン製、塩化ビニル製、紙製）、製品に

とりつける紙製ラベル、衣類上衣の台紙（特定の形状に

切ったもの） 

 

③ 革製履物の甲（法第８条第１項第３号） 

関 税 率 表 番 号 主 な 品 名 

第３９.２１項 

第４１.０７項 

第４１.１２項 

第４１.１３項 

第４１.１４項 

 

第４２０５.００号の２ 

第４３.０２項 

第４３.０４項 

第５０.０４項（縫糸に限る。） 

第５１.１１項～第５１.１３項 

第５２.０８項～第５２.１２項 

第５４.０１項 

第５４.０７項～第５４.０８項 

第５５.０８項 

第５５.１２項～第５５.１６項 

プラスチック製のその他の板、シート、フィルム、はく等 

牛又は馬類の動物の革 

羊革 

その他の動物の革 

シャモア革、パテントレザー及びパテントラミネーテッド 

レザー並びにメタライズドレザー 

その他の革製品及びコンポジションレザー製品 

なめし又は仕上げた毛皮 

人造毛皮及びその製品 

絹糸 

毛織物 

綿織物 

人造繊維の長繊維の縫糸（第１１部注５） 

人造繊維の長繊維の織物 

人造繊維の短繊維の縫糸（第１１部注５） 

人造繊維の短繊維の織物 
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第５６.０１項 

第５６.０２項 

第５６.０３項 

第５６.０９項 

第６４０６.１０号 

第６４０６.９０号 

第８３.０８項 

第９６.０６項～第９６.０７項 

紡織用繊維のウォッディング及びその製品 

フェルト 

不織布 

糸、ひも、綱又はケーブルの製品 

革靴の甲及びその部分品 

靴のその他の部分品（本底及びかかと以外のもの） 

フック、アイ 

ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー、プレス 

スタッド及びスライドファスナー等並びにその部分品 

 

 

（２）減税計算の基礎となる輸出原材料の範囲（関税暫定措置法基本通達（以下「基本通達」と 

いう。）８－８） 

① 要件 

減税額算定の基礎となる輸出原材料は、本邦からの輸出の際に令第２２条第１項《加工又は組

立用貨物の輸出の手続》に規定する税関長の確認を受けたものであって、当該原材料を原料又は

材料として加工され又は組立てられた製品が本邦に再輸入されることが必要である。 

② 減税額計算の基礎となる輸出原材料に含めるもの 

本邦から輸出された貨物のうち、次に掲げる貨物は、減税額計算の基礎となる輸出原材料に含

めて取り扱って差し支えない。 

イ 製品の加工又は組立ての際に生ずる製造ロスに相当する部分。 

ロ 加工又は組立ての際の紛失分を見込んだ数量を輸出した場合の紛失分及び製品の製造段階で

生ずる裁断くず、端切れ（用尺が製品一点分に満たないもの）等については、製造ロスに準じ

て取り扱う。なお、端切れ等を再利用する場合には副産物に含めて取り扱う。 

ハ 製品の加工又は組立ての際に生じる無価値に等しいさ細な副産物に相当する部分。 

ニ 製品の加工又は組立ての工程で発生する不良品であって、再生が困難等のため全く無価値に

等しいものは、無価値に等しいさ細な副産物に該当するものとして取り扱う。 

ホ 消耗品のうち、製品に化体して再輸入されることが即物的に確認できるもの。 

③ 減税額計算の基礎となる輸出原材料に含まれないもの 

本邦から輸出された貨物のうち、次に掲げる貨物は、輸出原材料に含めない。 

イ 消耗品及び製品の加工又は組立てに使用される機械工具類。（ただし、上記②ホに該当する

消耗品を除く。） 

ロ 製品の加工又は組立ての際に生じる副産物に見合う部分。 
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３．本制度が適用される輸入製品 

加工又は組立てのため、平成３２年３月３１日までに本邦から輸出された特定の貨物を原料又は材

料とした製品で、原材料の輸出の許可の日から１年（１年を超えることがやむを得ないと認められる

理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、１年を超え税関

長が指定する期間）以内に輸入されるもの。 

（１）本制度が適用される具体的な輸入製品名（法第８条第１項第１号～第３号） 

次の関税率表番号に掲げる製品であること。 

関税暫定措置法 

第８条第１項 
関税率表番号 主 な 品 名 

第１号 

（革製品） 

第４２.０２項のうち 

外面が革製又はコンポジション

レザー製のもの 

 

第４２.０３項のうち 

野球用グローブ及びミット以外

のもの 

旅行用バッグ、リュックサック、ハンド

バッグ、財布等 

 

 

革製又はコンポジションレザー製の衣類 

及び衣類附属品等 

第２号 

（繊維製品） 

第５７類 

第６１類 

第６２類 

第６３類 

じゅうたん、その他の床用敷物 

編物製衣類、衣類附属品 

織物製衣類、衣類附属品 

カーテンその他の繊維製品 

第３号 

（革製履物の甲） 

第６４０６.１０号の１のうち 

履物の甲（革製及び毛皮を使

用したものとし、本底以外の

底に取り付けてあるかないか

を問わない） 

革製履物の甲 

 

（２）本制度が適用される製品の範囲（基本通達８－２） 

本制度の適用を受けるため、本邦から輸出された貨物のみを原材料とする製品に限らず、当該貨

物のほか、例えば、現地等で調達したボタン、ファスナー等を原材料とする製品も含まれる（ただ

し、減税の対象となる原材料は税関の確認を受けて本邦から輸出された特定のものに限られる）。 

 

（３）本制度が適用されない製品 

① 関税定率法別表に定める税率が無税とされているもの。（法第８条第１項本文かっこ書） 

② 特恵関税の適用を受ける物品。（法第８条第２項）なお、一申告で複数欄申告となる場合にお

いて、特恵税率を適用していない欄については、本制度の適用は可能である。 

 

（４）「１年を超えることがやむを得ないと認められる理由」の範囲（基本通達８－９） 

「１年を超えることがやむを得ないと認められる理由」の具体的範囲は、震災、風水害等の天

災若しくは事変又は火災その他の人為的災害で、輸入者（その代理人を含む）の責任によらない
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事情がある場合又はこれに準ずるような理由をいう。 

 

４．加工制限（認められない加工） 

  外国で本邦から輸出された貨物（以下「原材料貨物」という。）に次の加工を行った場合には、本 

制度を適用することはできない（令第２０条第２項、第４項及び第６項）。ただし、下記①ロ及びハ、

②、並びに③ロ及びハに掲げる加工においては、製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる

程度の加工を除く。 

① 革製品 

イ 原材料貨物をなめすこと 

ロ 原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染みこませ、塗布し、被覆し、

又は積層すること 

ハ 型押し、やすりがけその他の物理的手段（注）により原材料貨物の表面に変更を加えること 

（注）「物理的手段」とは、熱、圧力等を加えることをいい、型押し、やすりがけのほか、つや出

し、しぼ付け（しわを付けること）等の行為が含まれる。（基本通達８－３（３））以下同じ。 

ニ 原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること 

ホ 毛皮（人造毛皮を除く）を原料又は材料として使用すること 

② 繊維製品 

原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層すること 

③ 革製履物の甲 

イ 原材料貨物をなめすこと 

ロ 原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、

又は積層すること 

ハ 型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること 

ニ 原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること 
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５．減税額の算定方法 

（１）減税額 

製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により、輸入されるも

のとした場合の課税価格相当価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額。（法第

８条第１項、令第２１条） 

① 通常の場合の減税額（基本通達８－７（１）） 

輸出原材料の課税価格相当価格 

減税額 ＝ 製品の関税額 × 

製 品 の 課 税 価 格 

② 輸出原材料が関税定率法第１４条第１０号ただし書《再輸入免税の適用除外》に規定する貨物

等に該当する場合の算定は次による。（基本通達８－７（１）ただし書） 

 

               輸出原材料の 

課税価格相当価格 － 輸入貨物の課税価格 

減税額 ＝ 製品の関税額 × 

製 品 の 課 税 価 格 

 

（２）製品の課税価格（基本通達８－６） 

製品の課税価格は次の算式により算出する。 

①（輸出原材料のＦＯＢ価格） 

＋②（輸出原材料の陸揚港までの往路の運賃及び保険料） 

＋③（加工又は組立費用） 

＋④（製品の船積港から本邦の輸入港までの運賃及び保険料） 

合計＝製品の課税価格 

 

① 輸出原材料のＦＯＢ価格（基本通達８－６（１）） 

本邦からの輸出時のＦＯＢ価格（円貨表示）とし、原則として関税法施行令第５９条の２第２

項《申告すべき価格》に規定する輸出申告書に記載すべきＦＯＢ価格とする。 

イ 無償の輸出原材料 

無償の輸出原材料は、当該輸出原材料が有償で輸出されるものとした場合の価格による。 

この価格は、一般には同種又は類似の貨物について有償取引が判明するときは、これに基づ

くこととする。 

これにより難い場合には、当該輸出原材料の製造価格（通常の一般管理費及び利潤を含

む。）に船積みまでに要する費用等を加えて計算する。 

ロ 副産物が生じた場合 

製品の加工又は組立ての際に生ずる副産物の全部又は一部を加工業者が無償で取得する場合

は、輸出時のＦＯＢ価格から当該副産物の価格のうち、輸出原材料相当額を差し引いた価格と

する。（基本通達８－６（１）なお書） 

 

輸出原材料のＦＯＢ価格 ＝ 輸出原材料のＦＯＢ価格 － 副産物の価格のうち 

輸出原材料相当額 
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② 輸出原材料の陸揚港までの往路の運賃及び保険料 

イ 輸出原材料の陸揚港までの往路の運賃及び保険料の額は、現実に要した費用をもとにして計

算する。（基本通達８－６、関税定率法第４条） 

ロ 陸揚港における船卸しの費用その他加工・組立国における国内輸送費用等を含めない。（基

本通達８－６（２）） 

ハ 航空運賃には取卸しの費用等も含まれているのが通常であるが、特に当該費用等を算定し控

除することなく、便宜、当該航空運賃を採用して差し支えない。（基本通達８－６（２）ただ

し書） 

ニ 航空機により輸送される輸出原材料が加工・組立国において国内航空線の航空機に積み替え

られる場合の航空運賃は、その積替えが行われる空港までの運賃とする。（基本通達８－６

（２）なお書） 

③ 加工又は組立費用（基本通達８－６（３）） 

加工又は組立費用として実際に支払われる額のほか、次のものを含む。 

イ 製品の加工又は組立ての際に生ずる副産物の全部又は一部を加工業者が無償で取得する場合

には、当該副産物の価格のうち輸出原材料相当額。 

（イ）価値のある副産物が生じ、これが加工業者に無償供与された場合には、加工費用に上乗せ

させる。 

（ロ）端切れでも再利用する場合は、副産物になる。 

ロ 製品の加工又は組立ての際に輸出原材料以外の貨物が使用される場合には、当該貨物の価格 

ハ 加工（組立）国における輸出原材料の船卸しの費用及び工場までの搬入費用、並びに製品の

船積みまでに要した運賃等の諸費用 

④ 製品の船積港から本邦の輸入港までの運賃及び保険料（基本通達８－６、関税定率法第４条） 

製品の船積港から本邦の輸入港までの運賃及び保険料の額は、現実に要した費用をもとにして

計算する。 

 

（３）輸出原材料の課税価格相当価格 

輸出原材料に係る本邦の輸出港における本船甲板渡価格（航空機によって輸出される貨物につい

てはこれに準ずる価格。また、無償で輸出する貨物については、当該貨物が有償で輸出されたもの

とした場合の価格）に１．０６を乗じた価格をいう。（基本通達８－７（１）イ） 

① 副産物を生じない場合の課税価格相当価格（基本通達８－７（２）イ） 

輸出原材料の課税価格相当価格＝輸出原材料のＦＯＢ価格×１．０６ 

② 副産物（商品価値を有するもの）を生じる場合の課税価格相当価格（基本通達８－７（２）

ロ） 

輸出原材料の課税価格相当価格 

＝ 輸出原材料のＦＯＢ価格 

× １．０６ 

－ 副産物の原材料価格（副産物の価格のうちの輸出原材料相当額） 

 


